
運輸安全マネジメントに関する取組み 
 

深谷観光バス株式会社では、輸送の安全確保のため安全最優先・法令遵守・継続的改善を、社長をはじめ役員、役職者が率先して、社内に周知し全従業員
が一丸となって取り組んでいます。 

 

平成３０年度安全方針 
「安全管理体制の推進」 

 
１． 輸送の安全に関する基本的な方針 
 (１)輸送の安全に関する基本的な方針を設定し、社内に周知する。 

① 社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹である事を深く認識し、社内において主層の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場の状況を十
分に踏まえつつ、社員に対し輸送の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。 

② 輸送の安全に関する計画の策定・実行・チェック・改善（Plan，Do，Check，Act）を確実に実施、安全対策を不断に見直し、全社員が一丸となって
業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。 

③輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。 
  (２) 安全方針の各社員の理解度等を向上させるため事務員及び乗務員を対象とした全体会議を利用し、定期的に把握する。 
  (３) 毎年度末の安全管理委員会（マネジメントレビュー）の結果に基づき、１年毎に（現行の安全方針の変更の必要性の有無を検討すること、周知方法を

見直すこと等を含む。）見直しを行う。 
   (４) コミュニケーション及びチームワークを様々な会議体及びトライアルにより活性化させ 
    「認知」「判断」「行動」の精度向上を図りヒューマンエラーの撲滅を目指す。  
 

２．輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況 
 （１）平成２9年度 安全目標【貸切バス】・【特定バス】 

①  人身事故０の更新 
 【達成状況】1件、（目標未達成） 

②  物損有責事故２件以内 
 【達成状況】６件、（目標未達成） 

③  健康起因による事故「ゼロ」 
 【達成状況】０件、（目標達成） 
  

 （２）平成２９年度 安全目標【貸切バス】・【特定バス】 
① 人身事故「ゼロ」 
② 静止物事故「ゼロ」 
③ 有責事故「ゼロ」 
④ 健康起因事故「ゼロ」 
 

※ａｌｌ「ゼロへの挑戦」 
３．自動車事故報告規則第２条に規定する事故に関する統計 

平成２７年度 ０件 
平成２８年度 ０件 

   平成２９年度 ０件 
４．安全管理規程 

当社の安全管理規程は別紙のとおりです。 
 

５．輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置 
  （１）平成２9年度に講じた措置【貸切バス】・【特定バス】 

① 車両火災発生等緊急時における対応措置訓練の実施 
② 運行管理者２名の増員（統括運行管理１名・運行管理3名・補助者２名）計６名 
③ 乗務員を年６回に増設、その他２回の実技トライアル（都市部走行・雪道）を実施 
④ ヒヤリハットの買取制度を実施 
⑤ 安全評価認定制度「三ツ星」取得 

（２）平成３０年度に講じようとする措置【貸切バス】・【特定バス】 
① 運行管理補助者１名の増員（統括運行管理１名・運行管理3名・補助者３名）計７名 
② ドライブレコーダーを利用したＫＹＴ及びヒヤリハットの強化 
④ 全車両デジタル日報に移行 
⑤ ハンズフリーマイクをワンマン運行用に設置 

 
６．輸送の安全に係る情報の伝達体制その他の組織体制 

安全管理規程第四章第十三条及び同施行細則第５条のとおりです。 
 

７．輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況 
平成３０年度年間教育計画は別表のとおりです。 

 
８．輸送の安全に係る内部監査の結果及びそれに基づき講じた措置並びに講じようとする措置 

平成３０年３月２０日において内部監査を実施しました。 
    

９．安全統括管理者に係わる情報 
統括運行管理者  秋山 茂（平成２５年１０月 １日選任） 

 
１０．行政処分 
  ◎平成２７年度行政処分無し ◎平成２８年度行政処分無し ◎平成２９年度行政処分無し 


